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４ Ｉ Ｔ 関係 
ア 情報通信ネットワークインフラ整備の一層の促進 

規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

電波利用料制度について、電波利用料の性格について

の見直しも含め、抜本的に制度を見直す。 

   

ｃ 電波利用料を原資とする費用等の支出に当たっては、不

断にその効率化に取り組む。 

 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア①ａに移行) 

ｅ 電波利用料は特定財源であり国庫循環であるとの指摘は

必ずしも当たらないこと、国といえども電波の有効利用に努

めるべきであり、そのための促進手段として、さらには、民間

との負担の公平性を確保する観点から、真に高い公共性を

有し、かつ、電波の有効利用努力を十分に行っている場合

を除き、原則として、国等にも電波利用料負担を求めること

が必要であり、その制度化を図る。 

  平成20年の

電波利用料

の料額見直

し時に措置 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア①ｂに移行) 

⑥電波利用料制

度の抜本的見直

し 

（総務省） 

ｆ 放送事業者の電波利用料については、その使用帯域幅

及び出力に見合った額に改めて見直す。 

  平成20年の

電波利用料

の料額見直

し時に措置 

 

 

(規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア①ｃに移行) 

⑦地上テレビジョ

ン放送のデジタル

化完了後の空き

周波数の利用方

法の検討 

（総務省) 

地上波テレビジョン放送のデジタル化に伴い、アナログ放

送の終了後テレビジョン放送以外の用途に割当可能となる

周波数について、諸外国の動向を調査するとともに、電波の

特性に応じた最適な利用方法について検討を進める。 

調査・検討 調査・検討 調査・検討  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア②に移行) 

⑧特定無線設備

の技術基準適合

自己確認制度の

適用範囲の拡大 

（総務省） 

特定無線設備の技術基準適合自己確認制度の適用範囲

を拡大することについて、毎年度検討するとともに、特段の

支障がないとの結論を得た機器については、順次当該制度

を適用する。 

検 討 検討・一定

の結論 

検討・（一定

の）結論 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア④に移行) 

⑬電気通信端末

機器の基準認証

におけるモデムモ

ジュールに係る認

証の見直し 

（総務省） 

設計認証済であるモデムモジュールを容易に取り外すこと

ができないように内蔵したパーソナルコンピュータの設計認

証の在り方について、諸外国の状況等も参考にしつつ検討

する。 

 検討開始 検 討  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ア⑤に移行) 
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イ 電気通信事業における公正競争の促進 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑥ＮＴＴの在り方 

（総務省） 

ａ ＮＴＴグループの経営形態等については、今後とも加入

者系光ファイバ等のネットワークのオープン化を始めとする

公正競争環境の整備の推進状況とＮＴＴ関係の各事業会

社が独立した経営体として相互に公正競争を行う状況を以

下のように引き続き注視するとともに、公正な競争を促進す

るための施策によっても十分な競争の進展が見られない場

合は、通信主権の確保や国際競争の動向も視野に入れ、

ＮＴＴの在り方等の抜本的な見直しを行う。 

   

 (a) ＮＴＴのグループ経営の改善と公正競争の確保を図る

観点から、地域通信網の開放の徹底、ＮＴＴコミュニケー

ションズ及びＮＴＴドコモに対するＮＴＴ持株会社の出資

比率の引下げを含むＮＴＴグループ内の相互競争の実

現、ＮＴＴ東西の経営効率化の推進等を内容として作成

された競争促進のための自主的な実施計画の実施状況

を引き続き注視する。 

引き続き

注視 

引き続き

注視 

引き続き

注視 

 

 

(規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)

【ＩＴ関係】イ①ａ(ａ)に移行) 

 (b) ＮＴＴグループ企業間のファイアーウォールの在り方に

関し、平成11年７月のＮＴＴ再編時のファイアーウォール

の遵守状況を引き続き注視する。 

引き続き

注視 

引き続き 

注視 

引き続き

注視 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ａ(ｂ)に移行) 

 (c) また、ＮＴＴ東西間における競争の促進状況について、

十分注視し、必要に応じ人的を始めとするファイアーウォ

ールの設置その他の手段により実質的な競争を実現する

ための有効な措置を講ずる。 

必要に応じ措置  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ａ(ｃ)に移行) 

 ｂ 以上のほか、日本電信電話株式会社法(ＮＴＴ法)等にお

ける規制について、国の安全確保や電気通信の公共性の

確保等に配慮しつつ、以下の措置を講ずる。 

   

 (a) 国の安全確保に係る措置については、必要に応じて、

外為法の運用強化を含む有効な措置を講ずる。 

必要に応じて措置  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ｂ(ａ)に移行) 

 (b) ＮＴＴ持株会社及びＮＴＴ東西に係る外国人役員規制

の在り方については、ＷＴＯ基本電気通信合意上、我が

国がＮＴＴに係る外資規制と一体として当該制限を留保し

てきた経緯を踏まえ、必要に応じ、外資規制の在り方と一

体で検討し、措置する。 

国の安全確保や電気通信の公共性

の確保等の状況の変化を注視しつ

つ、必要に応じて措置 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ｂ(ｂ)に移行) 

 (c) ＮＴＴ持株会社に係る政府保有株式数規制について

は、緩和する方向で検討を進める。 

引き続き検討(結論)  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ｂ(ｃ)に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 ｃ ＩＰ化の進展等の競争環境の変化を踏まえつつ、加入者

系光ファイバー等のネットワークのオープン化や禁止行為

等の非対称規制を始めとする公正競争確保のための諸施

策の徹底を図るとともに、ＮＴＴグループの各事業会社によ

る独立した経営体としての公正な競争の状況を引き続き注

視し、十分な競争の進展が見られない場合は、ＮＴＴの在り

方について改めて抜本的な見直しを行う。例えば、現行制

度上、東・西ＮＴＴが、自己が保有する各種の「ネットワーク

設備」のうち他事業者のサービス展開に不可欠と認められ

る設備について、これを自社・自グループ内で使用する場

合の社内価格（内部価格）と、これを他事業者に貸出す際

に徴収する価格（外部価格、具体的には接続料金等）が一

致していることを確保するため、接続料等は接続会計に基

づくこととなっているが、現行の接続会計がネットワーク構造

の変化（ＩＰ網の比重の高まりや次世代ネットワークへの移

行）に対応しているかの検証等を行い、必要に応じて見直

し、措置等を講ずる。 

引き続き注視  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ①ｃに移行) 

⑦公益事業に関

する分野横断的

な競争促進ルー

ルの整備 

（公正取引委員会、

総務省、経済産業

省、国土交通省） 

<エネ エ①の再掲> 

近年、電気、ガス、通信、航空といった公益事業分野にお

ける規制緩和の進展に伴い、従来から事業法に基づく公益

事業を営んできた事業者と、規制緩和により新たに市場に参

入した新規事業者との間での紛争が生じている。公益事業

分野における規制緩和の実効性を確保するためには、この

ような紛争を明確なルールと迅速な対応により防止・解決す

ることが極めて重要であり、市場監視の強化と、より実効的な

競争政策の立案・執行が不可欠となっている。このような状

況を踏まえ、規制緩和の実効性を確保する観点から、「私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年

法律第54号）（以下「独占禁止法」という。）による公正取引委

員会の監視に加え、各事業所管官庁においても、次の措置

を講ずる。 

   

 ａ 公益事業分野における市場監視の強化 

競争制限的行為に関する苦情受付体制の整備等によ

り、情報収集を強化するとともに、市場における競争状況

（市場参入の状況や優越的地位にある事業者の市場行動

など）を調査する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】イ②ａに移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 ｂ 公益事業各分野における競争政策の強化 

競争制限的行為に関する情報収集・調査によって得られ

た結果に基づき、市場におけるルールの策定、競争を促す

効果のある行政措置の自らの実施、及び関係する他の所

管官庁への提案を行う。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議

決定)【ＩＴ関係】イ②ｂに移行) 

 ｃ 複数の公益事業分野における公正競争ルールの整備 

通信と電力、電力とガス等の相互参入が進展し、複数の

事業分野にまたがる事業活動が展開され、それとともに分

野横断的な競争に際しての紛争事例が今後も生じる可能

性がある。このような実態を踏まえ、事業規制が引き続き存

在し、独占禁止法では必ずしも実効性が確保できない競争

上の問題について、実効性のある市場ルールを策定し、実

効性のある行政措置の発動が可能となるよう、各分野の実

態を踏まえて適切なルール等の整備を行う。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議

決定)【ＩＴ関係】イ②ｃに移行) 

 ｄ 公正取引委員会、各事業所管官庁との関係 

上記を実施するに当たっては、公正取引委員会、各事業

所管官庁は、密接な連絡を取り、事業者に混乱が起こらな

いように措置することは言うまでもないが、競争促進目的や

手段における公正取引委員会と各事業所管官庁の権限の

差異に応じて、目的・手段に即して最も適切な仕組みを持

つ者がその任に当たる。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議

決定)【ＩＴ関係】イ②ｄに移行) 

 ｅ 事業所管官庁における中立性確保 

事業所管官庁が上記のような競争促進措置を講ずるに

当たっては、事業法分野によっては、より専門的な見地や、

より公平・中立な立場からの市場監視を実効的に行い得る

厳正中立な体制の構築・強化を検討する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議

決定)【ＩＴ関係】イ②ｅに移行) 

 

ウ ＩＴ利活用の推進 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

②個人情報の漏

えいへの対応 

（内閣府及び関係省

庁） 

個人情報の不正漏えい行為の処罰の在り方について、政

府全体として論点の整理・検討を行う。 

 検討開始 検討  

 

(規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ①に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑤電子的手段によ

る資格保有等証

明の推進 

（ 内閣官房、総務

省、法務省、経済産

業省及び関係府省）

重要情報のオンライン転送に当たり、医師、弁護士等の本

人性、資格保有等の証明を電子的にできるようにするため、

既存認証制度に対する属性情報追加等のニーズ把握を早

期に行うとともに、制度の在り方について検討する。 

【検討の結果、現時点では、現行制度の下でそれぞれの必

要性を踏まえ、認証基盤を整備していくことが適当とされた】

平成16年中

に検討・結論

   (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ②に移行) 

⑦電子的手段によ

る債権譲渡の推

進 

（法務省、経済産業

省、金融庁及び関係

府省） 

電子的手段による債権譲渡の推進によって中小企業等の

資金調達環境を整備するため、中小企業のニーズを踏まえ

ながら、平成17年12月に明らかにされた電子債権制度の骨

格を踏まえて電子債権法（仮称）の制定に向けた検討を進

め、平成18年度中の法的枠組みの具体化を目指す。 

平成16年中

に検討・結論

一部措置済

（制度の骨格の

明確化） 

措 置 

（法的枠組みの

具体化） 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ③に移行) 

⑪学校法人におけ

る財務情報の開

示促進 

（文部科学省） 

<教育ア③の再掲>

ｂ 財務書類及び事業報告書のインターネット上のホームペ

ージにおける公開状況について毎年調査し、公開が進まな

い場合は、その更なる推進方策について検討する。 

平成16年度以降継続的に検討  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【教育関係】ア①に移行) 

⑬医療機関情報

の公開 

（厚生労働省） 

<医療ア②の再掲>

b アウトカム情報の公開 

医療機関の「治療成績」等のアウトカム情報は、特に患

者や国民の情報公開のニーズが大きい。したがって、死亡

率、平均在院日数、再入院率、院内感染症発生率、術後

合併症発生率等のアウトカム情報については、地域による

情報格差が生じることのないよう、段階的に公開の対象とす

ることとし、直ちに具体的な取組を開始する。 

その取組を進めるに当たっては、適切なデータの開示方

法についても検討の対象とするとともに、各医療機関の特

殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手

法等、アウトカム情報の客観的な評価を可能とするための

研究開発の推進等のため、一定の病院について、提供する

医療の実績情報に関するデータを収集し、さらに、医療の

質の向上、アウトカム情報の信頼性の向上を図る等の具体

的な仕組みを構築する。 

 平成18年の早期に着手、

以降段階的に実施 

 (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】ア①に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑯審査支払機関

のＩＴ化の推進 

（厚生労働省） 

<医療イ③の再掲>

ｂ 社会保険診療報酬支払基金など審査支払機関は、電子

レセプトに対応した投資を集中的に行い、一連の審査業務

全般にわたって電子的手法を活用した方式を開発するな

ど、審査の質の向上と効率化を図る。 

 一部措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ③に移行) 

⑱電子カルテシス

テムの普及促進 

(厚生労働省) 

<医療イ⑥の再掲>

a 厚生労働省の保健医療情報システム検討会が「保健医

療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」（平成13年12

月）で提言した平成18年度までに全国の診療所の６割以

上、400床以上の病院の６割以上に電子カルテシステムを

導入させるとした目標を確実に達成できるよう、具体的な実

行策を明定し、公表する。併せて、電子カルテシステムの導

入負担を軽減し、導入が促進されるよう、地域中核病院等

にＷｅｂ型電子カルテを導入して診療所等の電子カルテ利

用を支援する等、具体的な措置を講ずる。 

 一部措置済 措置  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑤a に移行) 

 b  電子カルテにおける用語・コードとレセプトにおける用

語・コードの整合性を図り、カルテからレセプトが真正に作

成される仕組みを構築し、我が国のカルテについて電子カ

ルテ化を積極的に推進することとし、そのための実効性ある

方策を講ずる。 

 一部措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑤b に移行) 

 c  電子カルテシステムが導入された後も、医療機関におい

て継続的に運用されるよう、システム導入後の運用維持も

視野に入れ、電子カルテシステムを用いた望ましい診療行

為や医療機関の体制の評価を踏まえ、具体的な推進策を

策定し、措置する。 

 結論 措置  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑤c に移行) 

 d オーダーエントリーシステムの導入、バーコードによる患

者誤認防止システムなどのＩＴを使った医療安全対策を一

層推進する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑤d に移行) 

⑲診療情報等の

共有の促進と電

子カルテの標準

化促進 

a 安全で質の高い患者本位の医療サービスを実現するた

めに、個人情報の保護など一定の条件を備えた上で、患者

情報を複数の医療機関で共有し有効活用ができるよう措置

する。 

一部措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑥a に移行) 

（厚生労働省） 

<医療イ⑦の再掲>

ｂ カルテの電子化を促進するに当たっては、医療におけるＩ

Ｔ化の推進という方針の下、カルテの互換性・規格の統一、

レセプト・カルテ連動のためのコード整備等の技術的な課

題を解決するとともに、具体的な導入促進策や各種の促進

手段を政府として明確にし、実行する。 

 逐次実施。 

標準規格の普及促進

については平成18年

度中に実施 

 (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑥b に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

21 遠隔医療等の医

療分野のＩＴ化の推

進 

（厚生労働省） 

<医療イ⑨の再掲>

ａ 高度な医療サービスを効果的、効率的に提供できるよう、

病診連携や病病連携と併せて、遠隔診断等の遠隔医療を

推進する。 

また、各種データ交換の際のフォーマット、電子的情報

交換手順、情報セキュリティ技術等の標準について早急に

確立し、積極的な普及策を講ずる。 

一部措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑧a に移行) 

 ｂ 病院内のチーム医療と同等な高レベルの処方チェックを

可能とすべく、ＩＴを活用した薬局機能の高度化について検

討し、今後とも規制改革推進のため、所要の措置を講ずる。

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【医療関係】イ⑧b に移行) 

26 バリアフリー化

等の推進 

（警察庁、総務省、

厚生労働省、経済産

業省、国土交通省） 

<福祉ウ①の再掲>

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）に基づ

き、公共交通機関、歩道、信号機等のバリアフリー化を推進

するとともに、使いやすい情報通信関連機器、システムの開

発等による情報バリアフリー環境の整備等を推進する。（第

164回国会に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律案を提出） 

逐次実施   (規制改革推進のための 3 か年計画(平成 19 年 6 月 22 日閣議

決定)【福祉関係】エ①に移行) 

28 既存コンテンツ

資産のブロードバン

ド上での再利用の

促進 

（内閣官房） 

ブロードバンド上におけるコンテンツ流通を促進するた

め、著作権法上の裁定制度の利用促進など既存コンテンツ

の再利用の促進、ブロードバンドサービスを利用した放送の

著作権法上の位置付け等について検討する。 

一部措置

済 

国際的な動向を踏ま

え、検討・結論 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ④に移行) 

 

29 コンテンツの流

通手段としてのイン

ターネットの位置付

け検討 

（内閣官房） 

現在の著作権制度では放送とインターネット配信の位置

付けが異なっているが、これについて、コンテンツ利用にお

けるインターネットの重要性の増大に応じた見直しを検討す

る。 

国際的な動向を踏まえ、検討・結論  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ⑤に移行) 

32 地上波放送にお

ける競争の促進 

（総務省） 

ａ 地上波放送局の再免許手続の厳格化等 

(a) 地上波放送における競争の促進という観点から、新規事業者

の公募手続を明確化する。すなわち、競願処理に当たっては、

審査項目を点数化し、その点数に基づいて免許人を決定する

等、より明確で透明性の高い比較審査方式を導入するとともに、

決定の結果を審査経緯と併せて公表する。 

  措置  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ⑥ａ(a)に移行) 

 

 (b) デジタル放送中継局に対するチャンネル割当が完了し、デジ

タル放送への移行が終了した時点で新たな地上波デジタル局の

設置等を可能にする周波数帯（チャンネル）の余裕が生じるという

見通しが得られた場合には、その活用について検討を早期に開

始する。 

  逐次検討、

デジタル放

送への完

全移行まで

に結論 

 (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ⑥ａ(ｂ)に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

 ｂ 複数局支配規制の一層の緩和 

放送事業者の経営基盤を強化し、放送内容の充実等を

促すため、異なる地域間の複数局支配に関する規制の一

層の緩和について検討し、結論を得る。 

  検討・結論 ◎ （総務省） 

一定の要件の下、複数の放送事業者を子会社とし、グループ

経営を可能とする認定放送持株会社制度の導入を盛り込んだ放

送法等の一部を改正する法律が平成 19 年 12 月に成立し、平成

20 年 4 月 1日施行。 

 ｃ 放送の伝送路の多様化 

(a) 地上波放送事業者が自ら電気通信役務利用放送事業

者として登録し得るよう、具体的なニーズ等を調査した上、

早急に検討を開始し結論を得て、所要の措置を講ずる。 

  措置  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【ＩＴ関係】ウ⑥ｂに移行) 

 ｄ 地上波デジタル放送の普及促進と電波の利用方式の設

定・実施過程の透明化 

既に政府内に設置されているコピーワンス制約の再検討

の場において、視聴者利便の確保と著作権の適切な保護

の双方に配意しつつ、早急にその緩和に向けた見直しを行

う。その際、視聴者、メーカー、関係事業者等幅広い関係

者の参加を得て、その検討過程を公開しつつ、可能な限り

明確を図っていく。 

 検討 措置 ○ （総務省） 

情報通信審議会に「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関

する検討委員会」を設置（平成 18 年 9 月 28 日）し、検討過程を

公開しつつ、視聴者、メーカー、関係事業者等幅広い関係者の参

加を得て、いわゆる「コピーワンス」について検討を行い、平成 19

年 8月の情報通信審議会答申において見直しが提言された。 

 

エ 電子政府・電子自治体の推進 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①会社設立に関す

る諸手続について

の電子化 

（法務省、総務省、財務

省、厚生労働省） 

<法務イ④の再掲>

起業者が会社設立に要している時間や事務負担を大幅

に削減する観点から、会社設立に関する諸手続（会社設立

登記後の各種申請等の公的手続を含む）の電子化を引き続

き一層推進する。 

継続的に実施  <法務イ④に掲載> 

②登記のオンライン

による一括申請及

び登記事項の電子

化 

（法務省） 

<法務イ⑤の再掲>

企業の負担を軽減する観点から、本店及び支店の登記を

一括してオンラインにより申請することができるようにする。 

【商業登記規則等の一部を改正する省令（平成16年法務省

令第22号）】 

 逐次実施  <法務イ⑤に掲載> 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑤建設業に係る許

可申請の電子化 

（国土交通省） 

<住宅エ23の再掲>

 建設業許可に係る申請、届出等手続について、インターネ

ット等を利用した申請等が可能な部分からのシステム整備を

図る。 

逐次実施  <住宅エ 23 に掲載> 

⑥宅地建物取引業

に係る免許申請の

電子化 

（国土交通省） 

<住宅エ24の再掲>

 宅地建物取引業の免許に係る申請、届出等手続につい

て、インターネット等を利用した申請等が可能な部分からの

システム整備を図る。 

逐次実施  <住宅エ 24 に掲載> 

⑧輸出入・港湾関連手

続のワンストップサー

ビスの一層の推進 

（財務省、厚生労働省、農林

水産省、法務省、国土交通

省、経済産業省） 

<運輸イ⑦の再掲>

ａ 輸出入・港湾関連手続に係る各種申請手続について、関

係省庁は改めて、各種申請書類の削減、申請事項の削

減、申請手数料の見直し等、申請手続や申請書類の徹底

した省略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの

一層の推進を図る。 

平成16年度以降できるだけ早期に

実施 

 <運輸イ⑦ａ> 

⑩自動車保有関

係手続のワンスト

ップサービスの推

進 

（警察庁、総務省、

財務省、経済産業

省、国土交通省、環

境省） 

<運輸ア①の再掲>

ａ 自動車保有に関する手続（検査･登録、保管場所証明、

自動車関係諸税等の納付等）のワンストップサービス化に

ついて、平成17年稼動開始に向けて、関係法令の着実な

整備を図るとともに、システムの実用化に係る試験運用を行

う。 

なお、軽自動車についてワンストップサービス化する際に

は、現在は軽自動車検査協会が独自に行っている軽自動

車の登録管理についても接続のインターフェイスを統一化

すること等により、申請者負担の軽減が図られるようにする。

【道路運送車両法等の一部を改正する法律」平成16年５月

26日法律第55号】 

試験運用 一部システ

ム稼動 

（平成17年

12月） 

システムの

対象範囲

拡大に向

け検討 

 <運輸ア①に掲載> 

（国土交通省） 

<運輸ア24の一部

再掲> 

ｂ 自動車登録事項等証明書の電子的手段による交付及び

照会を可能とした上で、保険加入等関連手続として車両登

録確認が必要な場合、電子証明書を持つ保険会社が契約

者名（車両所有者）、登録番号又は車台番号で照会を行

い、車両確認することでの必要書類の取付に代えることを

検討する。 

 一部措置済 検討  (規制改革推進のための 3か年計画(平成 19年 6月 22 日閣議決

定)【運輸関係】ア⑧に移行) 
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オ その他 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑤ＩＴ技術者に係る

資格の相互認証

等 

ＩＴ技術者などの専門的・技術的分野の業務に従事する外

国人を一層積極的に受け入れ、我が国における高度な技術

や知識を有する人材の確保を図るため、以下の事項につい

て実施等行う。 

   

（経済産業省、法務省）

<法務ウ②ａの再掲>

ａ ＩＴ技術者に関する上陸許可基準等、外国人受入れ関連

制度の見直しを行い、引き続き所要の措置を講ずる。 

【平成16年法務省告示第363号（平成16年8月27日施行）】 

逐次実施  <法務ウ②ａに掲載> 

（経済産業省） 

<法務ウ②ｂの再掲>

ｂ 我が国経済の発展に貢献する海外の高度な人材を確保

する観点から、ＩＴ技術者の資格の相互認証については、各

国の国家資格のみならず、高水準の民間資格もその対象と

する。 

逐次実施  <法務ウ②ｂに掲載> 

⑦バックオフィス業

務の民間開放 

（全府省） 

【人事院】 

（人事院に対しては、

実施を要請するもの

である。） 

 バックオフィス（内部管理業務）については、「内部管理業

務の業務見直し方針」（平成15年７月17日各府省情報化統

括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、官房基幹業務に

関する業務の見直し及びシステムの整備等が実施されてい

るが、更なる業務の合理化、システムの効率的整備等を図る

ことが重要である。 

したがって、民間企業において外部委託が進んでいる内

部管理業務について可能な限り民間開放を推進する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【官業改革関係】オ⑧に移行) 

 


